
１．介護報酬の告示上の金額（介護老人福祉施設）

告示額 １割負担 1ヶ月計 1ヶ月計 1ヶ月計

31日当たり計
3
1
日

1割 2割 3割

要介護度１ 768 46 12 21 26,257 3,676 29,933 880 300 36,580 66,513

要介護度２ 863 46 12 21 29,202 4,088 33,290 880 300 36,580 69,870

要介護度３ 910 46 12 21 30,659 4,292 34,951 880 300 36,580 71,531

要介護度４ 977 46 12 21 32,736 4,583 37,319 880 300 36,580 73,899

要介護度５ 1043 46 12 21 34,782 4,869 39,651 880 300 36,580 76,231

要介護度１ 768 46 12 21 26,257 3,676 29,933 880 390 39,370 69,303

要介護度２ 863 46 12 21 29,202 4,088 33,290 880 390 39,370 72,660

要介護度３ 910 46 12 21 30,659 4,292 34,951 880 390 39,370 74,321

要介護度４ 977 46 12 21 32,736 4,583 37,319 880 390 39,370 76,689

要介護度５ 1043 46 12 21 34,782 4,869 39,651 880 390 39,370 79,021

要介護度１ 768 46 12 21 26,257 3,676 29,933 1,370 650 62,620 92,553

要介護度２ 863 46 12 21 29,202 4,088 33,290 1,370 650 62,620 95,910

要介護度３ 910 46 12 21 30,659 4,292 34,951 1,370 650 62,620 97,571

要介護度４ 977 46 12 21 32,736 4,583 37,319 1,370 650 62,620 99,939

要介護度５ 1043 46 12 21 34,782 4,869 39,651 1,370 650 62,620 102,271

要介護度１ 768 46 12 21 26,257 3,676 29,933 1,370 1,360 84,630 114,563

要介護度２ 863 46 12 21 29,202 4,088 33,290 1,370 1,360 84,630 117,920

要介護度３ 910 46 12 21 30,659 4,292 34,951 1,370 1,360 84,630 119,581

要介護度４ 977 46 12 21 32,736 4,583 37,319 1,370 1,360 84,630 121,949

要介護度５ 1043 46 12 21 34,782 4,869 39,651 1,370 1,360 84,630 124,281

要介護度１ 768 46 12 21 26,257 3,676 29,933 2,066 1,445 108,841 138,774 168,707 198,640

要介護度２ 863 46 12 21 29,202 4,088 33,290 2,066 1,445 108,841 142,131 175,421 208,711

要介護度３ 910 46 12 21 30,659 4,292 34,951 2,066 1,445 108,841 143,792 178,743 213,694

要介護度４ 977 46 12 21 32,736 4,583 37,319 2,066 1,445 108,841 146,160 183,479 220,798

要介護度５ 1043 46 12 21 34,782 4,869 39,651 2,066 1,445 108,841 148,492 188,143 227,794

別紙1

特別養護老人ホーム浜玉荘（ユニット型） 利用料金表 令和6年8月１日改定

１ヶ月：31日　　　　　　　　単位：円

介護保険 居住費・食費 合計

介護職員
等処遇改
善加算
（Ⅰ）

14.0％

居住費 食費
31日

当たり計

第
１
段
階

老齢年金また
は生活保護受
給者
世帯全員が市
民税非課税か
つ預貯金等の
合計額が1000
万円以下

ユニット型
要介護度
別の費用

（Ⅰ）

日常生活継
続支援加算

（Ⅱ）

看護体制加
算

（Ⅰ・Ⅱ）

夜勤職員
配置加算

（Ⅳロ）
31日小計

第
２
段
階

年金収入等80
万円以下　世
帯全員が市民
税非課税かつ
預貯金等の合
計額が650万
円以下

第
３
段
階
①

年金収入等80
万より上で120
万円以下
世帯全員が市
民税非課税か
つ預貯金等の
合計額が550
万円以下

第
3
段
階
②

年金収入等の
合計が120万
円より上
世帯全員が市
民税非課税か
つ預貯金等の
合計額が500
万円以下

第
４
段
階

市民税課税世
帯もしくは
預貯金等の額
が各段階の基
準を超えてい
る場合

適　　　用 1割負担額 3割負担額

 １．初期加算
（１）入所した日から３０日以内

３０円/日 ６０円/日 ９０円/日
（２）３０日以上入院後に再入所した場合

2割負担額

 ２．外泊・入院　時加算
（１）入院・外泊時月６日を限度

２４６円/日 ４９２円/日 ７３８円/日
（２）入院・外泊の初日、最終日は算定不可

６０円

 ４．療養食加算 療養食を提供した場合   １８円/日  ３６円/日  ５４円/日

（４）死亡日     １，２８０円/日 ２，５６０円/日

 ３．安全対策体制加算 入所日に限る ２０円 ４０円

（２）死亡日以前４日以上３０日以下 １４４円/日  ２８８円/日 ４３２円/日

（３）死亡日以前２日又は３日 ６８０円/日 １，３６０円/日 ２，０４０円/日

３，８４０円/日

７．経口移行加算

経口移行計画を作成し医師の指示を受けた管
理栄養士又は栄養士による栄養管理及び言
語聴覚士及び看護員による支援が行われた場
合、計画作成から起算して１８０日以内

２８円/日 ５６円/日 ８４円/日

６．若年性認知症受入加算
（対象入所者のみ）

若年性認知症の入所者ごとに個別の担当者を
決め、入所者を中心に特性やニーズに応じた
サービス提供を行った場合

１２０円/日 ２４０円/日 ３６０円/日

 ５．看取り介護体制加算（Ⅰ）

（1）死亡日以前３１日以上４５日以下 ７２円/日  １４４円/日 ２１６円/日

　　経口維持加算（Ⅱ）
（１）（Ⅰ）を算定している場合で、入所者の経
口による継続的な食事の摂取を支援するにあ
たっての会議に医師等が参加した場合。

１００円/月 ２００円/月 ３００円/月

８．経口維持加算（Ⅰ）
（１）入所者ごとに、経口による継続的な食事の
摂種を進めるための、経口維持計画を作成し
ている場合等。

４００円/月 ８００円/月 １，２００円/月

《軽減等》

　１．特定入所介護サービス費（負担限度額）　　　　　　　　　２．社会福祉法人等による減免

　３．高額介護サービス費　※償還払い（保険者より約3か月後に払い戻し）

　　　1・2段階　15,000円以上（介護保険対象） 　  ３段階　24,600円以上（介護保険対象）　　　　　4段階　　93,000円以上・140,100円以上（介護保険対象）


